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知識基盤社会を支える学校図書館の在り方．１５１

も始まった。1993年３月には全国学校図書館協議会（以下，全国SLAとする）
と日本児童図書出版協会等が呼びかけ、作家井上ひさし氏を会長に「子ども
と本の出会いの会」が発足した，その契機としては,1954年より毎日新聞社
と全国SLAが共同で行っている読書調査の結果，中学生，高校生の読書離れ
が顕著になったことが挙げられる。同年１０月に文部科学省は，学校図書館の
計画的利用と機能の活用を促すためにⅧ各都道府県教育長あてに「学校図書
館の現状に関する調査について」の通知を出した(7)。全[14ISLAは，参議院議
員肥田美代子に働きかけ,１２月には超党派の国会議員78名による「子どもと
本の議員連覗」が結成された。同1993年，文部省は，図書冊数の目標を定め
た「学校図書館図書標準」を設定し「学校図書館図書整備新五ヵ年計画」を
策定した。1995年には，雁l際子ども図書餅設立推進議員連盟が発足し,１９９９
年に翌2000年を「子ども読書年」とすることが衆・参両院によって国会で決
議された。2000年には，国際子ども図書館が一部，｜淵館し、2001年には子ど
もの未来を考える議員連糊が中心となって,「子どもの読書活動の推進に関す
る法律」が制定された(8)(，
2005年には，超党派の議員による活字文化議員連開が発足し，「文字．漸

字文化振興法」が制定された。この法律では，初めて実質的に学校司書（本
稿では，学校図耆館担当職員を通例の呼称である学校司書とする｡）の配置が
盛り込まれた(9)。2007年１０月には，新聞、出版関係者及び様々な職種の人々
が発起人となり「文字・活字文化振興法」と「子どもの読書活動推進法」の２
つを具現化する団体として「文字・活字文化振興機構」が，立ち上げられ
た(10)_.正に，政・官・民の協力体制により、子どもの読書を取り巻く環境，
また，そこに含まれる学校図書館の機能の整備が進められている。
2001年に制定された「子どもの読書活動推進に関する法律」第８条第１項
の規定に基づき，2002年８月には，．‘全ての子どもがあらゆる機会とあらゆる
場所において自主的に読書活動を行うことができるよう，環境の整備を積極
的に推進することを基本理念”として最初の基本計画「第一次基本計画」が
策定された。2008年３月には，第二次基本計画,2013年５月には第三次子ど
もの読書活動の推進に関する基本的な計iII'iが策定された('')。第３次基本計画
では，子どもの読書活動の推進のための学校図書館の機能強化として，次の
ように示されているゞ“学校図書館は、児童生徒の想像力を培い，学習に対す
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る興味・関心等を呼び起こし，豊かな心を育む自由な読書活動や読菩指導の
場である「読書センター」としての機能と，児童生徒の自発的，主体的な学
習活動を支援し，教育課程の展開に寄与する「学習・情報センター」として
の機能を果たし，学校教育の中核的な役割を担うことが期待されている｡”

３．文部科学省（文部省）の事業及び研究

読壽センター機能と学習・情報センター機能とを有する学校図書館の概念
を初めて提示したのは,1995年の「児童生徒の読書に関する調査研究協力者
会議報告」である。これを受け、文部省は,1996年度より「学校図書館情報
化・活性化推進モデル地域指定」を実施し，学校図書館と公共図書館の連携
や学校図書館の情報化を推進していった('2).|'1事業は，学校図書鮒への様々
な情報ソフトや情報手段の整備，公共|叉l書館等との情報ネットワークの構築
や情報化時代の学校図菩館の在り方に関する調査研究であり，千葉県市川市
など３地域がモデル地域として指定された('3)｡l998年には第２次指定が行わ
れ，より全国的に事業は進められた”そしてこれ以降，文部科学省は，読書
センター，学習・情報センターとしての機能を備えた学校図書館を整備して
いくための事業及び研究を行い，学校図書館の現代化が進められた”
表ｌは,1995年から2013年現在までの学校図書館に係わる事業及び研究で
ある。これら一連の事業は、国の知識基盤社会における学校図書館の整備充
実の在り方を示唆したものであり，読書センターの機能と学習･情報センター
の機能とを備え，“学び方を学ぶ､､，“自ら課題を見つけ解決する”即ち，主体
的な学びを支援していくための学校図書館を目指していると考えられる。
注目すべき点として,1995年度から2008年度までは，情報化による資源共
ｲ1.,また学校図書館支援センター等，学校|叉|苦館の物的な整備を重視してい
るが、2009年度以降は，「学び方」「学力」という文言に変化していることが
指摘できる。その背景には，2008年に改訂された学習指導要領に示された学
力観である､‘｢生きる力」を育むという理念のもと，知識や技能の習得ととも
に思考力・判断力・表現力などの育成('I)”があり，学校図書館が学習の場と
して重視されてきていることが明らかになっている、
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できる。

４．市区町村教育委員会の学校図書館に関する施策

こうした学校図榊哨の物的・人的確傭については，小・中学校の学校図書
館が一校単独で実施できることには限界がある。｢地方教育行政の組織及び運
営に関する法律」第１条の２では，教育行政の基本理念として，“教育の機会
均等，教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興”が挙げられ
ていることから‘市区町村の小・中学校図書館の整備は，都道府県及び市町
村の教育委員会の施策に委ねられていると考えられる。
筆者は，2006年に，市町村教育委員会による学校図書節の整備の現状を明
らかにするために，千葉県内全市町村教育委員会を対象とする調査を行った
('7)。千葉県を選定した理由は，多様なレベルの自治体で構成されているため
である。Ｉ可県内では，市川市が，全国に先駆け，学校図書館と公共図書館を
結ぶ相互貸借に着手し(18),袖ヶ浦市でも学校図書館の活用に重点を置いた施
策を展開している,IIIに着眼した(19)､_#
その結果，学校図書館の整備は市町村によって大きな格差があり，人口が
多い市町村の方が教育予算も多く、整備が充実している傾向が見られた。し
かし，小規模の市町村であっても蔵書のデータベース化を行い，公共図書館
と連携するなど工夫があること，人口と教育予算が|司規模の市であっても学
校司書の配置の有無が分かれていることなどから，整備の状況は必ずしも予
算が影響しているのではないことが'ﾘ|らかになった。学校図書館を担当する
指導主事への聞き取り調査では“自身が授業で学校図書館を使用した経験が
なく，活用について不明､,という回答が複数あり，担当する指導主事の学校
図書館を利用した経験によって取組の姿勢に差があることが推察できた。担
当指導主事自身に学校図書館を活用した経験があれば，より積極的に教育委
員会内外に提案し，学校に対しても助言ができると考えられる。このような
人事は，市の重視する教育観の反映と捉えることもできよう。
また，同調査の結果，学校図書館の整備が進んだ自治体は，自治体内で公

共図書館を加えた学校間の連携，協ﾉﾉが進み，さらにこれらを連携させるた
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め，学校図苫館支援センターを設置していることが|ﾘlらかになった。学校図
耆館支援センターは，学校図書館の整備・運営を糸|職的に進める方法として
海外の視察報告で度々紹介され，田内に広まっている(20)。
l985年に，全国SLAは，『学ぶものの立場にたつ教育を:21世紀を生きる

教育教育改革への提言』を出版し，リソーセス・センター（以前の学校図書
館支援センターの名称）の設置を提言している(2')。リソーセス・センターに
ついては，４つの機能を示している。第一は，個々の学校図書節への各種資
料・教材などの提供サービス。第二は，資料整理の集中化。第三は，各学校
図書館や個々の教員に対する援助・指導機能。第四は，教員が教育関係の各
種資料を自由に閲覧できるティーチャーズ・センターである｡袖ヶ浦市は，
2005年から市の教育センター内に学校図苦館支援センターを設置しているが，
指導主事への聞き取り調査では、「アメリカのリソーセス・センターをイメー
ジした｡」との回答があった。
また，市川市では，学校図書館支援センターとしての場所の確保がなくと
も，連携する組織の名称として「学校図耆館支援センター」を川い，機能を
活かしている(22)｡第三次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画に記
載されている，“学校図書館にコンピュータを整備し，学校図書館図書情報を
データベース化したり，他校の学校区|耆館や図書館とオンライン化したりす
ることにより，自校の学校図書館のみならず，地域全体での図書の共同利用
や各種資料の検索，多様な興味・関心に応える”の文言は学校図書館支援セ
ンターの基本となる整備を示している。
学校図書館支援センターの特徴として，組織全体をコーディネーl､する学

校図書館支援スタッフの存在がある，一例として，島根県東出雲町の学校図
書館支援センターの支援スタッフの原田由紀子の報告が挙げられる(23)。管理
職事務職，町内の学校に勤務する全ての教職員を対象に，情報リテラシー
のスキル指導を体験する研修会を開樅した。これを機に，授業の単元のめあ
てに照らして，効果的なスキル指導を行うことを町内４校で考えるように
なった。
このような市区町村内の連携による、学校図諄館を活用した教育活動を推

進する施策は今後さらに重視されていくと考えられる。
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５．これからの学校図書館

現在↑注目されている学校司書は，市区町村の予算で雇用される場合が多
く，学校図書館司書．読書指導員学校図書館指導員，図書事務，図書整理
員など様々な名称が用いられている(24)”学校司書の名称の不統一は，職務内
容の不明確さの表れとも捉えられる。
文部科学省が行った2012年の学校図耆館調査(25)によれば，小・中学校，高
等学校の学校司書の配置は47.8％，４８．２％，６７．６％であり小・中学校の学校
司書の配置は前回の調査より増加しているが，高等学校は減少している。そ
の中で常勤はﾉ1,．中学校では8.1%,１１.７%とわずかであり，高等学校も57.3%
に留まる。勤務時間は短時|洲に限られ，複数校を兼務する実態もある。千集
県内の小学校の学校司書である小代智-了･は，勤務時間外に学校図書館の仕事
をせざるを得ない状況を「勤務時間外の魔法の時間を使う。」と表現してその
実情を訴え，勤務時間の延長を要望している(豊6)”今後は，学校司書の職務を
明らかにし，勤務時間を確保すること，職務|ﾉ1容の基準を設け，研修してい
くことが望まれる”
また，同調査によれば、1993年に設定された学校図書館図書標準を満たし
ている小・中学校は，５６．８％，４７．５％に留まっている。（学校図書館図書標準
の対象は小・中学校のみである"）蔵書のデータベース化については，小・中
学校高等学校は64.1%,６５．１%,８７.２%であり，今後も整備を進める必要
がある、
しかしながら，人的・物的条件が整備されれば，学校図書館が活用される
とは言えない、学校図書館を活用するための全体計画を策定しているのは，
小・中学校，商等学校，７９．０％『６７．７％サ６５．９％であり，学校全体で計|山i的
に学校図書館を活用していない状況も推察される。
これからの知識基盤社会を支える学校図書館としてその機能を活かすた

めには，教育行政の積極的な支援と学校現場の計阿的な取組，市区町村内で
述携していく体制が必要と考えられる。
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